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１．医師に係る時間外労働の上限規制の内容
特 定 医 師 の 範 囲

2

• 医師の時間外労働の上限規制は、特定医師に適用される。

• 特定医師とは、病院もしくは診療所で勤務する医師（医療を受けるものに対する診療を直接の目的とする業務を
行わない者を除く。）または介護老人保健施設もしくは介護医療院において勤務する医師を指す。

労 働 者

・歯科医師
・獣医師

「医業に従事する医師」
（適用猶予の対象）

・血液センター等の勤務医
・産業医
・大学病院の裁量労働制適用医師

「特定医師」
（医師の上限規制の対象）

・病院等で診療を行う勤務医
・診療も行っている産業医

平成 3 1年４月（大企業）／令和２年４月（中小企業）
一般労働者の時間外労働の上限規制が適用済み
⇒年 7 2 0時間、単月 1 0 0時間未満、複数月平均 8 0時間以内

令和６年４月
一般労働者の時間外労働の上限規制が適用
⇒年 7 2 0時間、単月 1 0 0時間未満、
複数月平均 8 0時間以内 など

令和６年４月
医師の時間外労働の上限規制が適用



１．医師に係る時間外労働の上限規制の内容
医 師 の 時 間 外 労 働 の 上 限 規 制 （ 概 要 ）
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• 時間外労働の上限規制には、36協定を締結する際の上限（事業場単位の上限）である「特別延長時間の上限」と、

    特定医師個人に対する上限である「時間外・休日労働時間の上限」という２種類の上限がある。

• 医師の時間外労働の上限規制には、原則のＡ水準と、適用にあたり都道府県知事の指定が必要な特例水準がある。

医療機関に適用される水準 特別延長時間の上限
（事業場単位の上限）

時間外・休日労働時間の上限
（個人単位の上限）

原則 Ａ水準 月100時間未満／年960時間 月100時間未満／年960時間

特例水準

⇒対象者の名簿
を作成

連携Ｂ水準
（医師派遣を行う病院）

⇒自院での時間外・休日労働は年
960時間であるが、副業・兼業を
した場合、年1,860時間まで時間
外・休日労働させることができる

月100時間未満／年960時間 月100時間未満／年1,860時間

Ｂ水準
（救急医療等）

月100時間未満／年1,860時間 月100時間未満／年1,860時間

Ｃ水準
（臨床・専門研修）
（高度医療の修得研修）

月100時間未満／年1,860時間 月100時間未満／年1,860時間

※月100時間未満の上限については、面接指導による例外あり



１．医師に係る時間外労働の上限規制の内容
医 師 の 時 間 外 労 働 の 上 限 規 制 （ 特 定 医 師 に 適 用 す る 水 準 の 変 更 ）
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• 36協定の対象期間の途中で、やむを得ず特定医師に適用する水準を変更することもできるが、以下に留意する必
要がある。

①Ａ水準から特例水準への変更

水準変更を行った医師について、勤務間インターバルの確保、代償休息が新たに義務となる。

⇒やむを得ず水準変更を行った後も、時間外・休日労働は必要最小限とする。

②特例水準からＡ水準への変更
水準変更を行った医師について、勤務間インターバルの確保、代償休息が義務から努力義務となる。

⇒水準変更の判断は、妊娠や長期間の病気療養など、年960時間を超える時間外・休日労働を行わせる
必要がなくなったことが客観的に明らかな場合に限る。

特例水準

義務

Ａ水準

努力義務

①

②

勤務間インターバルの確保、代償休息

併せて、特例水準医師の名簿の更新を行う。



１．医師に係る時間外労働の上限規制の内容
医師の時間外労働の上限規制（副業・兼業の場合：特定医師と特定医師との副業・兼業について）
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• 特定医師が副業・兼業を行う場合、副業・兼業先における労働時間を通算する。

• 36協定は医療機関ごとに延長時間を定めるものであることから、副業・兼業の場合も、それぞれの医療機関は、
自らの医療機関における時間外・休日労働時間を、自らの36協定の範囲内とする。（「特別延長時間の上限」と
の関係においては、副業・兼業先の時間外・休日労働時間は通算しない。）

• さらに、自院と副業・兼業先における時間外・休日労働時間を合計して、特定医師個人に対する上限である「時
間外・休日労働時間の上限」の範囲内とする。（「時間外・休日労働時間の上限」との関係においては、副業・
兼業先の時間外・休日労働時間を通算する。）

自院での

適用水準

副業・兼業先での

適用水準

その医師の年間の

時間外・休日

労働時間の上限

A水準 A水準 9 6 0時間

A水準 特例水準

1 , 8 6 0時間特例水準 A水準

特例水準 特例水準

特定医師が副業・兼業先でも特定医師として勤務する場合

注１：「時間外・休日労働時間の上限」の

起算日は、それぞれの医療機関の36

協定の対象期間の起算日に合わせる。

注２：特例水準の医療機関とＡ水準の医療

機関で勤務する場合でも、Ａ水準の医

療機関は、自院での時間外・休日労働

は自院の36協定の範囲内で行う必要

がある。



１．医師に係る時間外労働の上限規制の内容
医 師 の 時 間 外 労 働 の 上 限 規 制 （ 転 職 の 場 合 ）
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• 特定医師が特例水準の医療機関から、Ａ水準の医療機関に転職したとき、転職後の医療機関の36協定の対象期間
内に、特例水準の医療機関内で勤務していた期間を含む場合、当該特定医師に適用される「時間外・休日労働時
間の上限」は、転職後も特例水準における上限となる。

（例）甲病院（Ｂ水準）から乙病院（Ａ水準）へ転職（11月30日退職、12月１日入職）

乙病院（Ａ水準）の36協定の対象期間：10月１日～翌９月30日 とした場合

⇒乙病院（Ａ水準）の36協定の対象期間内に、甲病院（Ｂ水準）での勤務期間を含むため、

この特定医師の「時間外・休日労働時間の上限」は、年1,860時間となる。

11月30日退職甲病院（Ｂ水準）
時間外・休日労働
年 1 , 8 6 0時間以下

乙病院（Ａ水準）
時間外・休日労働
年 9 6 0時間以下

転職

４月１日

12月１日入職

36協定の対象期間の起算日

10月１日

10月１日～翌９月30日
甲病院と乙病院の時間外・休日労働を合計して年
1,860時間まで（時間外・休日労働時間の上限）

乙病院の36協
定の対象期間
内に、甲病院
での勤務期間
を含む

９月30日

甲病院での勤務期間

12月１日～翌９月30日
乙病院の36協定の範囲内で
時間外・休日労働を行う

10月１日



１．医師に係る時間外労働の上限規制の内容
医 師 の 時 間 外 労 働 の 上 限 規 制 （ 指 定 の 効 力 が 消 滅 し た 場 合 ）
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• 都道府県知事による特例水準の指定は、３年ごとに更新しない限り効力を失う※。（失効日は期間満了日の翌日
または不更新の処分のあった日の翌日）※更新申請をした場合、更新または不更新の処分がなされるまでの間、特例水準の指定は有効。

• 医療機関に特例水準の指定に該当する業務がなくなったときや、指定の要件を事後的に欠くことになった場合に、
都道府県知事は、指定を取り消すことができる。（失効日は取消日）

• 36協定の対象期間中に指定が失効した場合、36協定上、特例水準に関する特別延長時間を適用することはできな
くなるが、同期間中は、特定医師個人の上限である「時間外・休日労働の上限」は特例水準の上限が適用される。

10月１日
指定失効

特例水準

Ａ水準

４月１日（起算日） ３月31日

４月１日～９月30日
36協定上、特例水準に関する
特別延長時間を適用

10月１日～翌３月31日
指定失効により、特例水準に関する特別延
長時間を適用不可能

Ａ水準について36協定締結あり

10月１日～翌３月31日
Ａ水準の特別延長時間が適用※

36協定は引き続き有効

（例）36協定の対象期間：４月１日～翌３月31日とし、10月１日に指定が失効した場合

※９月30日までに本院での時間外・休日労働が960時間を超えていた場合、
10月１日以降、同院では時間外・休日労働を行わせることができない。

3 6協定の対象期間中、特定医師個人の上限である「時間外・休日労働
時間の上限」は、特例水準の上限（ 1 , 8 6 0時間）が適用

3 6協定の対象期間



２．36協定の記載方法

88

特定医師に関する36協定の届出様式は、

様式第９号の４（特別条項なし）又は９号の５（特別条項あり）を用いる。

締結にあたって、まずは、限度時間（１か月45時間、１年360時間）の範囲

内で延長時間を定め、臨時的な特別な事情がある場合には、特別条項を定め

て、特別延長時間を定める。

⇒36協定の協定事項については参考①を、様式については参考②を参照。



２．36協定の記載方法
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２．36協定の記載方法
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２．36協定の記載方法
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２．36協定の記載方法
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２．36協定の記載方法

13



２．36協定の記載方法
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２．36協定の記載方法
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２．36協定の記載方法
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２．36協定の記載方法
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３．宿日直許可基準
断 続 的 な 宿 日 直 の 許 可 基 準



３．宿日直許可基準
断 続 的 な 宿 日 直 の 許 可 基 準
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○ 医師の研鑽とは、診療等の本来業務の傍ら、医師の自らの知識の獲得や技能の向上を図るために行う学習、研究等のことをいいます。

○ 労働時間に該当するかどうかは、「使用者の指揮命令下に置かれているかどうか」で判断され、所定労働時間内に行う研鑽は労働時間に該当し
ますが、所定労働時間外に行う研鑽については、労働時間に該当する場合としない場合があります。

○ 労働時間に該当する本来業務や研鑽なのか、労働時間に該当しない研鑽なのかを明確にし、個々の医師について適切な労働時間管理をし
ていくためには、各医療機関で労働時間に該当するかどうかを明確にするための手続きが重要になります。

（→手続きはＰ23～Ｐ24を参照）

医師が行う診療、教育、研究 等

本来業務
研鑽

（本来業務の傍ら医師の自らの知識の習得
や技能の向上を図るために行う学習等）

＜労働時間該当性のイメージ＞

労働時間に該当

（所定労働時間内に行う場合） （所定労働時間外に行う場合）

（上司の明示・黙示の指示がない場合）（右記以外）
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４．自己研鑽の取扱い等労働基準関係法令について
概 要 医 師 の 研 鑽 と 労 働 時 間

労働時間に該当 労働時間に該当しない



４．自己研鑽の取扱い等労働基準関係法令について
留 意 点 教 育 ・ 研 究 を 本 来 業 務 に 含 む 医 師

○ 特に、教育・研究を本来業務に含む大学病院等の医師は、通達で「研鑽の具体的内容」に記載されている行為を本来業務として行っています。

このため、本来業務と研鑽の明確な区分が困難なことが特に多く、労働時間に該当するかどうかを明確にするための手続きとして、医師本人と上

司の間で円滑なコミュニケーションを取り、双方の理解の一致のために十分な確認を行うことが重要です。

＜「研鑽の具体的内容」に記載されている教育・研究に関する行為の例＞
・新しい治療法や新薬についての勉強
・学会や外部の勉強会への参加・発表準備
・論文執筆 等

医師本人と上司のコミュニケーション、
双方の理解の一致のための確認が重要
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本来業務

診療、教育・研究

（教育・研究業務における本来業務・その付随業務）
・学生への講義
・試験問題の作成・採点
・学生等が行う論文の作成・発表に対する指導
・大学の入学試験や国家試験に関する事務（業務） 等

（労働時間に該当しない）研鑽

（医師の本来業務によっては区別が難しい行為の例）
・院内では実施されていない治療技術に関する動画の視聴？
・新たな医療機器に関する外部の商品説明会イベントへの参加？ 等

本来業務と労働時間に該当しない研鑽の区別のためには、、、

教育・研究を本来業務に含む医師
（例：大学の附属病院講師）

イメージ

研鑽？

本来業務？



研鑽

研鑽のうち、業務上必須であるもの

＝明示または黙示の指示によって

実施する研鑽

＝労働時間に該当

必須

４．自己研鑽の取扱い等労働基準関係法令について
ま と め 医 師 の 研 鑽 と 労 働 時 間

○ 所定労働時間外の研鑽について、上司の明示・黙示の指示が“ある”場合は労働時間に該当し、“ない”場合は労働時間に該当しません。

○ 所定労働時間外の研鑽について、どこまでを上司等の明示・黙示の指示によるものとして労働時間とするかは、医療機関ごとに定める手続きに基

づき、医療機関が個々の医師ごとに判断し、適切な労働時間管理をします（手続きはＰ23～24を参照）。

考え方

診療における新たな知識、技能の獲得のための学習

博士号／専門医を取得するための症例研究や論文作成

（判断に当たって考慮する要素）

・臨床研修医、専攻医、それ以降の医師
など職階（経験）の違い

・担当する外来、入院患者の状況 など

研鑽が、業務上必須かどうか
＝労働時間に該当するかどうか
は、経験や業務内容などを踏ま
えて、判断する。

※ 業務上必須でない研鑽であっても、指示によってその研鑽を行わせる場合や、
その研鑽を行わないことで就業規則上の制裁がある場合は、労働時間に該当。

技能を向上させるための手術や処置の見学

個々の医師ごとに判断

22



４．自己研鑽の取扱い等労働基準関係法令について
労 働 時 間 か ど う か を 明 確 に す る た め の 手 続 き
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① どのような研鑽が労働時間に該当するか、考え方や手続きを医療機関内で整理します。

労働時間に該当する研鑽／労働時間に該当しない研鑽を明確化するための手続き（例）

実際に研鑽を行う医師の意見
を聞きながら、考え方や手続き
を整理することが重要です。

〇 医療機関は、医師が行う研鑽が労働時間に該当するかどうかを明確化するための手続きを定めることが重要です。

② 所定労働時間外に労働時間に該当しない研鑽を行う時間について、

医師からの申出制にすることとします。

③ 申出を受けた上司は、申出をした医師と話し合い、研鑽の内容を確認し、労働時間に

該当する研鑽ではないことを確認します。

④ 上司（又は事務部門）は、申出のあった医師に、以下を説明します。

・ その研鑽を実施しなかった場合に、制裁等の不利益な取扱いをしないこと

・ 労働時間に該当しない研鑽を実施している間は、本来業務から離れてよいこと

（例：各医師が月間の研鑽の計画を作成し、（事務部門を経由して）上司の承認（確認）を得る など）

※ 特に、教育・研究を本来業務に含む医師については、本来業務と研鑽の明確な区分が困難なことが多いため、労働時間に該当するかどうかを明確にするため
の手続きとして、医師本人と上司の間で円滑なコミュニケーションを取り、双方の理解の一致のために十分な確認を行うことが重要です。

（①で整理した考え方に基づきつつ、上司が、申出をした医師の経験や業務内容などを踏まえ、業務上

必須の研鑽ではないかを判断します。 ）

上司と医師とでしっかりと
コミュニケーションをとってください。



４．自己研鑽の取扱い等労働基準関係法令について
労 働 時 間 か ど う か を 明 確 に す る た め の 環 境 の 整 備
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〇 医療機関が定めた手続きについて、適切な運用を確保するための取組を行うことが重要です。

① 研鑽の考え方や、手続きの内容を書面にまとめて、医師、他職種を含む院内全体で周知します。

労働時間に該当しない研鑽について、適切な運用を確保するための環境整備（例）

院

内

ル

ー
ル

② 所定労働時間外に労働時間に該当しない研鑽を行う場合は、

通常勤務でないことが外形的に明確に見分けられるよう以下の措置を講じます。

・ 院内に労働時間に該当しない研鑽を行うための場所を設ける

・ 労働時間に該当しない研鑽を行う場合には白衣を着用せずに行う など

（例：医療機関内の研鑽の考え方や手続き、研鑽を行っている医師を診療体制に含めないことなどを周知）

以上をもとに、各医療機関において、研鑽の取扱いに関するルールを定め、
適切な運用を図っていただくようお願いします。
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ご清聴ありがとうございました
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